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 解 説  

１．中国現地法人から日本への資金還流方法について 

  中国は資本項目（出資金、貸借金等）に関する外貨管理規制から、中国現地

法人から親会社である日本企業への送金は容易にはできません。親会社が子会

社から資金還流を受けるためには、主に次の方法を採ることが多いようです。 

 (1) 配当 

  中国現地法人が事業活動を行い、会計年度（12月末）、監査、企業所得税

の確定申告を終えると、董事会を開き、利益処分方法を決定します。利益

処分は、①過年度損失の補填、②準備金積立、③配当と進めます。この配

当は、出資者である日本親会社へ配当金として特段の規制なく送金可能で

す。配当金送金時には、企業所得税として配当金額に対して源泉税 10%がか

かります。 

 (2) コンサルティングフィー 

  コンサルティングフィーは役務提供への対価であり、固定額または役務

提供の時間に基づいて金額が算定されます。中国現地法人がコンサルティ

ングフィーを対外送金する際は、５万米ドル以内であれば送金銀行にコン

サルティング契約書または請求書を提示すれば可能です。５万米ドルを超

える場合の対外送金は、所管の税務局へ事前届け出をする必要があり、そ

の内容の妥当性が審査されます。ただし、中国現地法人が日本親会社へコ

ンサルティングフィーを送金する場合、５万米ドル以内でも恒常的に発生

する場合は、税務当局が国際課税の対象と判断することがあるため注意が

必要です。 

 (3) ロイヤルティ 

  日本親会社が持つノウハウや特許（無形資産）を中国現地法人が使用し

た場合、中国現地法人から日本親会社にロイヤルティとして対外送金する

ことが可能です。ロイヤルティの内容は定額または定率（売上×何％）で

設定し、現地法人の商務主管部門に登記（内容の妥当性について審査あ 

Ｑ． 

 100%出資して設立した中国現地法人が黒字化したと報告がありました。当該

現地法人から日本へ資金還流する方法を教えてください。（製造業） 

 

Ａ． 

 親会社が中国所在の子会社から資金還流を受けるためには、配当のほか、コ

ンサルティングフィー、ロイヤルティといった方法で行われることが一般的で

す。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/48_China_repatriation.pdf

